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改 正 前 改 正 後

（前 略）

第９条の２ 総長は、原子炉実験所長に、核原料物 第９条の２ （同 左）

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭

和３２年法律第１６６号)第３７条第１項、第４

３条の２第１項、第５６条の３第１項又は第５７

条の２第１項の規定の保安規定等を定める権限を

委任する。

第９条の３ 総長は、物質－細胞統合システム拠点

において外国に所在する研究機関に所属する研究

者を招へいして雇用する場合において、当該研究

者との間で宿舎その他当該雇用期間における住居

に係る条件について契約を締結する必要があると

きは、当該契約の締結に関する事務を物質－細胞

統合システム拠点長に委任する。

第１０条 第４条第２項の各号の一に該当する事項 第１０条 （同 左）

であつても、総長は、専決させることが適当でな

いと認めたものについては、当該規定にかかわら

ず、あらかじめこれを同項に規定する専決する者

に通知することにより、専決しないものとするこ

とができる。

（後 略）

附 則

この規程は、平成２０年２月２０日から施行する。


